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林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 1i

司法行政文書開示通知書

令和元年10月15日付け（同月16日受付，第014333号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通

知します｡

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成29年12月28日付け広報課長事務連絡「下級裁判所裁判例速報に掲載

する裁判例の選別基準等について」 （片面で1枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



平成29年12月28日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局広報課長徳岡 治

下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準等につ

いて（事務連絡）

先日，性犯罪事件の判決書が裁判所ウェブサイトの下級裁判所裁判例速報に掲載

されるという事案が発生しました。

各庁においては,下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例について，本年2月1

7日付け当職ら事務連絡に基づき選別を行っていることと承知していますが，事件

を担当する裁判部を含め，裁判例の掲載に携わる担当者間において，改めて選別基

準を確認した上，相互にチェック機能を働かせることなどにより，選別基準に従っ

て適切に選別が行われるよう御配慮をお願いいたします。


